
税理士

いよいよ制度開始が近づいてきました。
あらためて、制度の仕組みと導入前の準備について、
ポイントを整理して解説します。

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
インボイスを発行するためには、登録申請が必要です。登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。

Q & A

税理士によるワンポイント解説

B社は現行制度では仕入先のA社に支払う消費税が150円で、C社に対す
る売上に係る消費税が200円。この場合、仕入分の150円が控除対象となり、
差額の50円を申告・納税していました。しかしインボイス制度導入後は、A
社がインボイスを交付しない免税事業者等の場合、原則としてB社は仕入
税額控除を受けることができなくなります。（ただし、経過措置があります。）

インボイス制度は事業規模にか
かわらず、すべての事業者様に
影響するものです。よくわからな
いまま放置してしまうと、思わぬ
不利益が生じることも…。
まずはインボイス制度の概要を把
握し、皆さまにとっての影響や対
応方法を十分ご検討いただき、
想定外の負担とならないように準
備しましょう。三重県よろず支援
拠点では随時相談を受け付けて
おりますので、ぜひご活用ください。

特設サイト

インボイス制度

〈売手側〉
売手である登録事業者は、買手であ
る取引相手（課税事業者）から求めら
れたときは、インボイスを交付しなけ
ればなりません（また、交付したイン
ボイスの写しを保存しておく必要があ
ります）。
〈買手側〉
買手は仕入税額控除の適用を受ける
ために、原則として、取引相手（売手）
である登録事業者から交付を受けた
インボイス（※）の保存等が必要とな
ります。

インボイス制度の開始によって「仕入
税額控除」の仕組みが大きく変わりま
す。「仕入税額控除」とは事業者様が売
上に係る消費税（売上先などから預
かった消費税）から仕入に係る消費税
（仕入先や経費の支払先に支払った消
費税）を差し引いた差額を納税する仕
組みです。

（1）インボイス発行事業者となるかど
うかの判断
インボイス発行事業者となるかは事
業者の任意であり、①売上先がイン
ボイスを必要とするか、②申告に係る
事務負担がどの程度あるのかを検討
する必要があると考えられます。
（2）登録申請手続
インボイス発行事業者の登録を受け
ようとする事業者（登録を受けること
ができるのは、課税事業者に限りま
す）は、納税地を所轄する税務署長に
登録申請書を提出する必要がありま
す。登録申請書は、e-Tax 又は郵送
により提出することができます。

インボイス発行事業者には、取引の
相手方（課税事業者に限ります）の求
めに応じて、インボイスを交付する義
務と交付したインボイスの写しを保
存する義務が課されます。
インボイス発行事業者となった場合、
取引ごとにどのような書類を交付して

いるか確認し、どのように見直せばイ
ンボイスの記載要件を満たせるか、取
引先への登録番号の通知、インボイ
スとした書類、交付方法等の認識を
共有するといった対応が必要となり
ます。

令和5年
10月施行

国税庁では、
インボイス制度に関する
特設サイトを設け、

各種資料を掲載していますので
ご活用ください。

国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトでは、
① インボイスコールセンター
　（インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談）
　 0120－205－553（9：00～17：00　土日祝除く）

などを掲載しています。インボイス制度特設サイト・相談窓口

※個別相談（関係書類等により具体的な事実等を確認する必要
のある相談）を希望される方は所轄の税務署への電話（音声ガ
イダンス「２」を選択）して、面接日時等をご予約ください。

② インボイス制度に関する税務相談チャットボット
③ 説明会の開催案内
④ インボイス制度について解説した動画

⑤ インボイス制度に関する取扱通達やQ＆A
（国税庁動画チャンネル）

インボイス制度とは インボイス制度に対応するための
検討事項・事前準備等

（※）買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定
の事項（インボイスに記載が必要な事項）が記載さ
れ取引相手の確認を受けたものを保存することで、
仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス登録事業者（売手）の留意点

インボイス制度導入準備国税庁による解説

Kaji Yukari
梶  有香里

以前から課税事業者である場合、
対応は不要ですか？
すでに課税事業者であっても適格請求
書（インボイス）発行事業者の登録をし
なければ、登録番号の交付を受けられ
ず、インボイスを発行することができ
ません。インボイス発行事業者となる
ことを予定されている事業者様は、早
めに適格請求書（インボイス）発行事業
者の登録申請をご検討ください。
また、インボイスとして発行する書類
には、登録番号など必要事項を記載し
なければなりませんので、書式の対応
も必要です。

社員に対して支給する通勤手当も
仕入税額控除にはインボイスが
必要ですか？
社員に対して支給する通勤手当のうち
通常必要と認められる部分の金額につ
いては、従来通り、所定の事項を記載し
た帳簿のみの保存で仕入税額控除（左
の図参照）が認められます。
なお、「通常必要と認められる部分」に
ついては、通勤に通常必要と認められ
るものであればよく、所得税法で非課
税とされる通勤手当の金額を超えてい
るかどうかは問わないこととされてい
ます。
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現行の仕入税額控除の仕組み

免税事業者

A社 B社 C社

本則課税 本則課税

免税事業者
本則課税

（インボイス登録）
本則課税

（インボイス登録）

レシート請求書請求書

消
費
者
・

事
業
者

材料代：1,500円
消費税：150円

製品代：2,000円
消費税：200円

商品代：3,000円
消費税：300円

仕入先等に
支払った
消費税

売上先等から
預かった消費税

売上に係る消費税　 200円
仕入控除税額　　▲150円
差引納税額　　　　  50円

売上に係る消費税　300円
仕入控除税額　　▲200円
差引納税額　　　　100円

インボイス制度が始まると…（経過措置は考慮していません）

材料

1,650円
支払い

製品

2,200円
支払い

商品

3,300円
支払い

A社 B社 C社

簡易インボイスインボイスインボイス

消
費
者
・

事
業
者

材料代：1,500円
消費税：150円

製品代：2,000円
消費税：200円

商品代：3,000円
消費税：300円

売上に係る消費税　 200円
仕入控除税額　　▲150円
差引納税額　　　　200円

売上に係る消費税　300円
仕入控除税額　　▲200円
差引納税額　　　　100円

材料

1,650円
支払い

製品

2,200円
支払い

商品

3,300円
支払い

A社は
インボイスを
交付できない
⇒B社は
仕入税額控除が
受けられない！

インボイス制度の概
要

令和5年10月1日～
売上税額
10,000円
（10％）

仕入税額
10,000円
（10％）

インボイスにより、売手と買手の

税率と税額の認識を一致させる

買手の求めに応じインボイスを交付 インボイスを保存して
仕入税額控除を適用※事前にインボイス発行事業者の登録手続が必要

※課税事業者のみ発行が可能

売手 買手

「副業プロ人材」の活用をサポートしています
三重県プロフェッショナル人材戦略拠点

副業を解禁する大企業も続 と々増え、テレワークの普及とともに、「スキル・ノウハウを生かしたい」「地方に貢献したい」という副業希
望者が増加しています。大企業などで本業を持つスキルの高い「副業プロ人材」を、安い費用で雇用せずに活用することができます。

プロ人材がもたらした効果どのような人材を採用したか

大王運輸株式会社（明和町）

大手小売企業のデータサイエンティストを採用。
販売事業でのデータ活用が格段に進化

三重県プロフェッショナル人材戦略
拠点（以下プロ人材拠点）では民間
ビジネス人材紹介会社以外にも、手
軽に活用できる民間副業・兼業人材
紹介会社や、紹介料無料のパート
ナーシップ大企業、産業雇用安定セ
ンター、自衛隊援護協会などと幅広
く連携しています。「いい人材の採用
は当社には無理では」という声を聞く
こともありますが、必要な人材は自ら
求めるものです。まず「どんな人材が
必要か、その人材の役割は何か」を
明確にすることが大切。プロ人材拠
点が全力でサポートしますので、ご連
絡、ご相談をお待ちしております。

副業
プロ人材
導入事例

トータル物流サービス（輸送・流通加工・ルート営業代行業務・ロジスティック、他）

必要な人材は
“求めれば”得られます

当時はまだ手探りの状態で、プロ人材拠点と
相談のうえ、まず、短期間で解決してくれる「副
業人材」を段階的に活用していくこととしまし
た。大きな課題は、販売実績はあるものの売上
データが整理できず、データが活かしきれてい
ないことでした。カタログ作りも勘と経験に
頼っているような状況。そこで過去の売上デー
タの分析からより効果的な販売戦略につなげ
ることを目指し、データ分析を得意とする人材
を探すことにしました。リモートで採用面接を
行い、外資系大手小売企業にデータサイエン
ティストとして勤務する、東京在住20代の人材
を採用することができました。

まずはリモートで事業の状況や課題を説明し、
過去の売上データをさまざまな視点から分析
してもらうよう依頼。２週間に一度の報告を受
けて、結果を販売戦略に組み込んでいきました。
季節ごとの売れ筋を数値化できたことで、ニー
ズに合ったカタログ作りや、地域・年齢・嗜好に
合った商品提供が可能となり、売上アップが実
現。依頼する業務内容を限定していたことでス
ムーズに進められ、早い段階で成果を出すこと
ができました。また、レベルの高いスキルを有
する人材と一緒に仕事をすることで、社員の意
識向上や会社全体のレベルアップにつながる
という効果も得られました。

リモートワークと副業の浸透のおかげで、地方では採用が難しいスキルを持っ
た人材の知恵をリーズナブルに活用できました。また、採用した人材の効率的
で生産性の高い会議の進め方も大いに参考になりました。弊社は昭和30年の
創業以来三重県の食品一本に絞って営業してきたために、地元の食品に対す
る知識はどこよりも持っているつもりでしたが、仕入れて販売するとなると随分
と勝手が違うことを思い知り、今回のプロ人材活用に至りました。実は、この事
例の後にも次のステップとして新たに副業人材を2名採用しています。他の会
社の経営者にこの話をすると皆一様に羨ましがって聞いていたので、プロ人材
の活用はこれからますます拡大していくと考えています。三重県産業支援セン
ター様にはとても感謝しています。

課題について詳細にヒアリングした上で、副業人材紹
介事業者（以下、事業者）と連携しながら、最適なマッ
チングを支援。マッチング方法には、事業者のWEBサ
イトで募集をする「プラットフォーム型」と、事業者が直
接仲介する「エージェント型」があります。事業者によっ
て内容・料金なども異なりますので、予算など含め、ご
希望に沿えるようサポートいたします。

相談に至った経緯

おとどけ王子

たべねっとみえ

物流業でありながら、県内ナンバーワンの食品
物流ネットワークを生かして、地元の生産者と
買い物難民を応援する食品販売事業「たべ
ねっとみえ」と「おとどけ王子」を展開。事業を
始めたきっかけは、既存事業から他社の撤退
が決まり、地域の方々が困らないよう事業を引
き継いだことでした。二つの事業でシナジー効
果を生み出し、さらなる事業拡大、事業継続の
ためには会員増と販売拡大が必要でしたが、
食品販売の分野ではノウハウがなく、販路拡
大のスキルの高い人材確保をプロ人材拠点に
ご相談しました。

東紀州や志摩、伊賀地域
などの生産者と消費者を
繋いで商品の集荷・保管・
配送を行い、地元のスー
パーなどで購入できるよ
うにする仕組み。

「たべねっとみえ」で取り
扱っている三重県内の産
品や国産で無添加・低添
加の食品を、消費者の自
宅まで届けるサービス。

●DX化推進（ITツール導入、社内業務システム化）、
　業務効率化
●WEBサイト・EC／コーポレートサイト集客等
●新規取引先開拓　　　　　●マーケティング　
●工程改善　　　　　　　　●若手への技術指導
●新規事業等計画立案　　　●新製品開発の技術提案
●人材定着、人材確保、人事制度策定、等

豊富な活用事例
副業・兼業人材マッチング方法

※この他、全国で多くの事例があります。

大王運輸株式会社

Tempaku Takuji
代表取締役 天白 拓治さん

常勤雇用や
地方での
採用が難しい
優秀な人材が
活用できます。 期間を定めて

依頼ができるので、
一定の成果が
期待できます。

業務や
予算に合わせ
自由に依頼でき、
コストを

抑えられます。

導入企業様コメント

仕入税額控除の仕組みが大きく変わる！

インボイス制度 導入前の確認ポイント

メリット1 メリット2 メリット3
必要な業務を、必要な
時だけお願いできる

常勤で人を雇うより、
費用を抑えられる

業務委託契約の場合、
契約の見直し（契約解
除）ができる

副業・兼業人材を活用するメリット

半年で、
新人研修
マニュアル
を作ります

3ヶ月で、
ブランディング
戦略を
考えます

予定より早く
プロジェクト
が終わった

あまり相性が
合わなかった

（例）

常勤

副業・
兼業

25万円/月
（期限なし）

10万円/月
（3カ月）

三重県
プロフェッショナル
人材戦略拠点
マネージャー

浅田 耕太
Asada Kouta

三重県よろず支援拠点

☎ 059-253-3888

☎ 059-228-3326

三重プロ人材

※本文は令和5年2月時点の法令等に基づき記載しています。
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